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１１．報告事項 

 

報告第 ６号  農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

報告第 ７号  農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報告第 ８号  農地法第５２条に基づく農地の賃借料情報提供について 

 

１２．提出議案 

 

議案第 ５号  農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第 ６号  農地法第３条第２項第５号に基づく別段面積の告示の廃止について 

議案第 ７号  農地法第５条の規定による許可申請について 

議案第 ８号  農用地利用集積計画の承認について 

議案第 ９号  令和５年度山ノ内町農作業標準労賃・機械作業料金について 

議案第１０号  山ノ内町「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」について 

令和５年 第３回山ノ内町農業委員会総会議事録 

 １．総会の種類   定例 

 ２．開催の告示期日   令和５年３月６日 

 ３．開催通知の期日   令和５年３月６日 

 ４．招集期日   令和５年３月２８日 

 ５．招集場所   山ノ内町役場 ４０１会議室 

 ６．招集者   山ノ内町農業委員会会長 山本善孝 

 ７．開催時刻   午後 ３時３０分 

 ８．議長氏名   山本善孝 

 ９．委員出欠席 議席 氏 名  議席 氏 名  

１ 湯本幸作 出 １２ 下田和浩 出 

２ 湯本久万 出 １３ 小池俊治 出 

５ 山口 剛 出 １４ 齊藤蝶次郎 出 

６ 望月美知子 出 １５ 佐藤次雄 出 

７ 福井敏彦 出 １６ 白鳥金次 出 

８ 渡辺輝子 出 １７ 湯本貴文 出 

９ 湯本 浩 出 １８ 上原 仁 出 

１０ 藤浦忠広 出 １９ 山本善孝 出 

１０．事務局出欠席 事務局長 宮崎弘之 出 

係  長 青木重喜 出 

書  記 山岸孝子 出 

書  記 梨本祥子 出 

書  記 石川政志 出 
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１３．その他 

 

 令和５年度農業委員会による最適化活動の目標について 

 太陽光発電のための農地転用について 

 農地利用最適化推進委員の補充について 

 農業委員会改選のスケジュールについて 

 当面の日程について 

 

＜開会＞ 

会長代理 それでは、皆さんそろいましたので、ただいまより令和５年第３回山ノ内町農業委 

     員会定例総会を始めさせていただきます。 

     それでは、招集者挨拶、山本会長よろしくお願いいたします。 

 

＜招集者挨拶＞ 

会 長  お世話さまです。 

     前段において、山ノ内町農業振興地域促進委員会の開催の会議、大変ご苦労さまで

した。 

     ３月の下旬ということで、桜の便りも、飯田のほうで、もう満開という話を聞いて

おります。また、上田、松本、高田のほうも開花宣言が出て、長野市のほうも近日

中に出るような感じの報道ではありましたけれども、また農作業のほうも、４月に

入りますと今まで以上に忙しくなってくると思いますけれども、農家の皆さんの負

担が、これからいっぱい出てくるわけですけれども、頑張って農作業のほう、して

いただきたいと思います。 

     話は別ですけれども、３月のＷＢＣの侍ジャパンの野球ですか。見事優勝したとい

うことで、大変喜ばしい話だと思います。 

     また、３月ですけれども、１７日に農地部会のほうと農政部会のほうの会議がござ

いまして、後のほうで、また説明もあろうかと思いますけれども、今日は多少お疲

れぎみになるかもしれませんけれども、よろしく会議のほう、お願いいたします。

本日はご苦労さまです。 

 

会長代理 山本会長、ありがとうございました。 

それでは、引き続き議事の進行を山本会長、よろしくお願いいたします。 

 

＜議事録署名委員の選任＞ 

議 長  議事録署名委員の選任でありますけれども、今日は 

  １番   湯本幸作 委員 

  ２番   湯本久万 委員 

お願いいたします。 

 

＜議事＞ 

議 長  では、５番の議事に入ります。 

（１）報告第６号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について、事務局よ

り説明をお願いいたします。 

 

事務局  １ページ目をお願いします。報告第６号 農地法第３条の３第１項の規定による届

出について、今月４件です。 
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     １件目の所有者は〇〇〇〇の〇〇〇〇、相続者は〇〇〇〇、対象農地、大字夜間瀬

字〇〇〇〇〇〇〇－〇ほか７筆、現況地目は畑、現況面積１万１，７１５平米、あ

っせんの希望はございません。 

     ２件目の所有者は〇〇〇の〇〇〇〇〇、相続者は〇〇〇〇、対象農地、大字夜間瀬

字〇〇〇〇〇〇〇ほか１７筆、現況地目は畑、現況面積１万７，７８４．６７平米、

あっせんの希望はございません。 

     ３件目、農地所有者は〇〇の〇〇〇〇、相続者は〇〇〇〇〇、対象農地、大字佐野

字〇〇〇〇〇－１ほか６筆、現況地目、畑、現況面積９，９４５平米、一部あっせ

ん希望ありということで、２４ページに位置図を載せております。相続した７筆の

うち、寒沢の２筆をあっせん希望ということです。 

     １ページ目に戻りまして、４件目、農地所有者は〇〇〇の〇〇〇〇、相続者は〇〇

〇〇〇、対象農地、大字佐野字〇〇〇〇－４ほか２筆、現況地目、畑、現況面積２，

８２３平米、あっせんの希望はございません。 

     以上、報告します。 

 

議 長  ありがとうございました。ただいま報告事項ですけれども、何かご質問あるようで

したら挙手願います。（なし） 

     ないようでしたら、次に進みます。 

     （２）報告第７号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、事務局より

説明をお願いいたします。 

 

事務局  資料２ページをお願いします。報告第７号 農地法第１８条第６項の規定による通

知について、今月４件です。 

     １件目ですが、所在地が大字寒沢字〇〇〇〇６－１、現況地目は畑で、面積が３，

４４０平米、通知人、賃貸人が宮の〇〇〇〇、賃借人が〇〇の〇〇〇〇、解約に至

った理由ですが、賃借人の労力不足によるためとなります。 

     ２件目ですが、所在地は大字夜間瀬字〇〇〇〇６－１、字〇〇〇〇２－１、現況地

目は畑で、現況面積が３，９５１平米、通知人、賃貸人が〇〇〇の〇〇〇〇〇、賃

借人が〇〇〇の〇〇〇、解約に至った理由ですが、賃借人の労力不足によるためと

なります。 

     ３件目ですが、所在地は大字夜間瀬字〇〇〇〇〇〇〇－１、現況地目は畑で、面積

が１，３６１平米、通知人、賃貸人が〇〇〇〇〇〇〇〇、賃借人が〇〇の〇〇〇、

解約に至った理由ですが、第三者へ貸借するためとなります。 

     ４件目ですが、所在地は大字夜間瀬字〇〇〇〇〇〇〇－１、現況地目、畑で面積が

１，３６１平米、通知人、賃貸人が〇〇〇の〇〇〇〇〇、賃借人が〇〇〇〇〇〇〇

〇〇、解約に至った理由ですが、第三者へ貸借するためとなります。 

     以上４件、報告します。 

 

議 長  ありがとうございました。これも報告事項ですけれども、何かご質問があるようで

したら挙手願います。（なし） 

     ないようでしたら、（３）報告第８号 農地法第５２条に基づく農地の賃借料情報

提供について、事務局よりお願いいたします。 

 

事務局  資料３ページをお願いします。報告第８号 農地法第５２条に基づく農地の賃借料

情報の提供につきまして、ご覧の表のとおりとなります。令和５年度に公表いたし

ます賃料情報でございますが、令和２年から令和４年の３年間の実績を基に算定い

たしました。表内の金額につきましては、上段が公表値、括弧書きの部分が昨年の
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公表値となっております。 

     一番左側の列ですけれども、算出した基礎となった筆数となっておりまして、上段

が今回算出しました筆数、括弧書きが前回公表しました基礎となった筆数となって

おります。 

     実際の公表数値は下段の括弧書きについて削除して、上段の数字のみの公表とさせ

ていただきます。昨年と比べて、最高賃料が野菜、ブドウ、プラムと同額となって

おりますが、そのほかについては、前回の公表数値に空くになっております。 

     簡単ではありますが、以上、報告します。 

 

議 長  ありがとうございました。この報告に対するご質問、ありましたら挙手願います。

（なし） 

     ないようでしたら、次に進みます。 

     （４）議案第５号 農地法第３条の規定による許可申請について、事務局より説明

をお願いいたします。 

 

事務局  資料４ページをお願いします。議案第５号 農地法第３条の規定による許可申請に

ついて、今月６件です。 

     １件目ですが、申請人、貸人が〇〇〇の〇〇〇〇〇、所有面積１万８３８平米、耕

作面積５，６５２平米、家族総数６、稼働人員ゼロ。借人は〇〇〇の〇〇〇〇、所

有面積、耕作面積ともにゼロ、家族総数１、稼働人員１。申請地は大字戸狩字〇〇

〇〇－１、現況地目は畑で、面積は５，２８２平米のうち１，６９７平米となりま

す。契約内容は賃貸借で、賃料は１万５，０００円となります。理由ですけれども、

貸人につきましては、高齢のため経営規模の縮小、借人につきましては、桃の作付

で新規就農となっております。位置図を２５ページ、公図を２６ページに載せてお

ります。 

     ２件目ですが、申請人、貸人が〇〇〇〇一の〇〇〇〇、所有面積３，４９９平米、

耕作面積２，１９３平米、家族総数４、稼働人員ゼロ。借人は〇〇〇〇〇の〇〇〇

〇、所有面積、耕作面積ともにゼロ、家族総数７、稼働人員３です。申請地は大字

平穏字〇〇〇〇〇〇－１、現況地目は田で、面積は２，０３８平米となります。契

約内容は賃貸借で、賃料は２万円となります。理由ですけれども、貸人につきまし

ては、高齢のため経営規模の縮小、借人につきましては、ブドウの作付で新規就農

となっております。位置図を２７ページ、公図を２８ページに載せております。 

     ３件目ですが、申請人、渡人は〇〇〇の〇〇〇〇、所有面積３，４６２平米、耕作

面積２，０８１平米、家族総数２、稼働人員ゼロ。受人は〇〇〇の〇〇〇〇、所有

面積、耕作面積ともに５，９７７平米、家族総数４、稼働人員３です。申請地は大

字夜間瀬字〇〇〇〇〇〇〇－１、現況地目、畑で面積は１，２８２平米となります。

契約内容は売買で、価格は１０万円となります。理由ですけれども、渡人につきま

しては、町外在住のため経営規模の縮小、受人につきましては、リンゴの作付で経

営規模の拡大となっております。位置図を２９ページ、公図を３０ページに載せて

おります。 

     ４件目ですが、申請人、貸人は〇〇〇の〇〇〇〇〇、所有面積２万４，９５１平米、

耕作面積２万３，８０６平米、家族総数４、稼働人員３。借人は〇〇〇の〇〇〇〇、

所有面積、耕作面積ともにゼロ、家族総数１、稼働人員１です。申請地は大字夜間

瀬字〇〇〇〇〇－２、現況地目は畑で、面積が１，２２９平米となります。契約内

容は賃貸借で、賃料は１万円となります。理由ですけれども、貸人につきましては、

高齢のため経営規模の縮小、借人につきましては、ブドウの作付で新規就農となっ

ております。位置図を３１ページ、公図を３２ページに載せております。 
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     ５件目ですが、申請人、貸人は〇〇〇の〇〇〇〇〇、所有面積９，１３５平米、耕

作面積５，２８４平米、家族総数１、稼働人員１。借人は〇〇〇の〇〇〇〇、所有

面積、耕作面積ともにゼロ、家族総数１、稼働人員１です。申請地は大字夜間瀬字

〇〇〇〇〇－１、字〇〇〇〇〇－１、現況地目は畑で、合計面積が３，９５１平米

となります。契約内容は賃貸借で、賃料は２万円となります。理由ですけれども、

貸人につきましては、労力不足のため経営規模の縮小、借人につきましては、ブド

ウの作付で新規就農となっております。位置図を３３ページ、公図を３４ページか

ら３５ページに載せております。 

     ６件目ですが、こちらの案件は農業目的ではなく、地下に埋設してある排湯管の使

用ということで、地役権の設定となります。申請人、貸人は〇〇の〇〇〇〇、借人

は〇〇〇〇〇〇〇〇〇、申請地は大字平穏字〇〇〇〇〇〇－１。地目ですが、台帳

は畑、現況は宅地、面積は２４７平米、契約内容は１０年間の賃貸借で、賃料は年

間２万円となります。理由ですけれども、上条にある外湯、瑠璃の湯の排湯管が申

請地に埋設してあるためであります。位置図を３６ページ、公図を３７ページに載

せてあります。 

     以上につきまして、農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可要件を全て満

たしていると考えます。よろしくお願いします。 

 

議 長  ありがとうございました。議案第５号の１の補足説明をお願いしたいと思います。 

     議案１の補足説明、上原委員、お願いいたします。 

 

上原委員 借人の〇〇さんの桃畑なんですが、今までも貸しておられたんですが、返ってきた

というかで、借人の〇〇さん、〇〇〇となっていますが、この方、長野の〇〇〇〇

に勤めていらっしゃって、長年そこで働いていて、今度新たに山ノ内で農業をやり

たいということで、まずこの桃畑を借りたいということでこの話がまとまりました。

住まいは中野市、アパートに暮らして、今はいらっしゃるんですが、山ノ内にいい

住むところがあれば、そこを借りて一生懸命これからやっていきたいという方です。

なかなか真面目で一生懸命な方なので、問題ないと思いますのでよろしくお願いい

たします。 

 

議 長  ありがとうございました。この案件についての質問のある方は挙手願います。（な

し） 

     ないようでしたら採決に入ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

     ありがとうございました。全員賛成で可決といたします。 

     ２番の案件について、齊藤委員、お願いいたします。 

 

齊藤委員 〇〇さんと〇〇さんは親戚関係でありまして、〇〇さんは高齢のためということで、

田んぼだったんですが、草刈りだけの管理をしておられまして、それを見て、親戚

の〇〇さんは勤めていらっしゃったんですが、ここで、もうそろそろ実家というか、

親が農業をやっているわけですが、新規にブドウをやりたいということで、この話

になりました。問題ないと思いますのでよろしくお願いします。 

 

議 長  ありがとうございました。この案件について質問のある方は挙手願います。（なし） 

     ないようでしたら採決に入ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

     ありがとうございました。全員賛成で可決といたします。 

     ３番の案件について、藤浦委員、お願いいたします。 
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藤浦委員 この畑は、受人の〇〇さんが〇〇さんのお兄さんに当たる〇〇〇〇〇さんからずっ

と借りてリンゴを作っていた畑なんですが、そのお兄さんの〇〇〇〇〇さんが亡く

なってしまって、〇〇さんに相続されたということで、今回、〇〇さんは〇〇〇に

在住ですので、私が持っていても仕方ないので買ってくれないかということで話が

まとまったものでございます。何の問題もありませんのでよろしくお願いいたしま

す。 

 

議 長  ありがとうございました。この案件について質問のある方は挙手願います。（なし） 

     ないようでしたら採決に入ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

     ありがとうございました。全員賛成で可決といたします。 

     ４番の案件について、湯本久万委員、お願いいたします。 

 

湯本久万委員 〇〇さんは県外から移住してこられて、就農を目指して２年間、この貸人の〇

〇〇さんの下で里親研修をされていまして、２年間の里親研修を終えて、この春か

ら新規就農をしたいということで、〇〇〇さんの畑を借りて新規就農をしたいとい

うことなので、これからも〇〇〇さん、いろいろ相談や技術指導など行ってくださ

るということなので、問題ないかと思います。よろしくお願いします。 

 

議 長  ありがとうございます。この案件について質問のある方は挙手願います。（なし） 

     ないようでしたら採決に入ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

     ありがとうございました。全員賛成で可決といたします。 

     ５番の案件について、同じく湯本久万委員、お願いいたします。 

 

湯本久万委員 〇〇さんも、大阪からこちらのほうへ移住してこられた方で、今までブドウの

棚を作る仕事を長くやってこられました。ブドウの棚作りなどをしながら、この地

域で農業をやりたいというふうに思われたようで、先ほどと同じ〇〇〇さんの下で

棚作りをしたり、〇〇〇さんの下で研修をしたりして、２年間過ごしてきて、ここ

で春から新規就農をしたいということだそうですので、問題ないかと思います。よ

ろしくお願いします。 

 

議 長  ありがとうございました。この案件について質問のある方は挙手願います。（なし） 

     ないようでしたら採決に入ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

     ありがとうございました。全員賛成で可決といたします。 

     ６番の案件について、湯本浩委員、お願いいたします。 

 

湯本浩委員 この案件におきましては、全体の定例会のときに説明させていただいたものと同

じものでありまして、今回につきましては、〇〇の共同浴場の排湯管が〇〇〇〇さ

んの農地の地下を通っているということで、今後、土地の売買や相続が行われて所

有者が変わった場合に、排湯管の埋設を拒否される可能性があります。そのために

地役権を設定して、当該の農地の地下を指定する権利を制しめるということです。

よろしくお願いします。 

 

議 長  ありがとうございました。この案件について質問のある方は挙手願います。（なし） 

     ないようでしたら採決に入ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

     ありがとうございました。全員賛成で可決といたします。 

     続きまして、（５）議案第６号 農地法第３条第２項第５号に基づく別段面積の告

示の廃止について、事務局、説明をお願いいたします。 
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事務局  資料６ページをお願いします。議案第６号 農地法第３条第２項第５号に基づく別

段面積の告示の廃止についてです。 

     農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律により、農地法が改正され、農地

法第３条第２項第５号に規定する農地取得の下限面積要件が廃止（令和５年４月１

日施行）により、資料の７ページに載せてあります別段面積の告示が効力を失うこ

ととなりますので、当該告示を廃止するものとなります。 

     以上です。 

 

議 長  ありがとうございました。この案件についての補足説明を望月委員、お願いいたし

ます。 

 

望月委員 議案第６号 農地法第３条第２項第５号に基づく別段面積の告示の廃止について。 

     これまでの下限面積は１，０００平方メートルでしたが、これが廃止されることに

より、今まで農業をされてこなかった方が農地の取得の申請がしやすくなりました。

よい点としては、いろいろな方が農業に参入できるようになりますが、農地を取得

した後に管理し切れず、荒らしてしまうことも考えられるため、農地部会で集まり、

今後どのようにするか話合いをいたしました。 

     話合いの結果、今まで農業をされていない方が農地を購入したい、または貸し借り

をしたいという農業委員会に申請があった際には、解除条件付契約と誓約書をつけ

てもらうことになりました。解除条件付の契約書は貸し借りの場合のみですが、適

正に管理していないと判断された場合は、元の所有者に耕作する権利が戻されると

いうものです。誓約書は、農地を荒らしてしまって病害虫を発生させてしまった場

合などに、農業委員会などの指示に従い、処分をするというものです。いずれも事

務局で受付をし、処理するもので、委員の皆様には、申請があった際には今までと

変わらずにご対応いただきたいと思います。 

     以上です。 

 

議 長  ありがとうございました。この案件について質問のある方は挙手願います。 

 

藤浦委員 今までの通常の農業委員会とか、役場を通したやりとりは利用権設定が主でやって

きたけれども、それ以外に、そういう面積が小さい場合、それはどのぐらいの面積

か、決まっていますか。どのぐらいからはそっちで対応するというのは、何か。 

 

事務局  新規参入する方に対して、解除条件付だったり誓約書をつけるということなので、

面積に関しては決めてはいないです。 

 

藤浦委員 それ、本格的に農家をやるために借りる場合ではない人に対する対応ということだ

ね。 

 

事務局  それも含めて、本格的にやられる方、または家庭菜園並みにやりたいという方、両

方につけてもらうという話になりました。 

 

藤浦委員 新規参入する人には全てにその２つ、利用権設定とは別に、これも設けるというこ

とですね。 

 

事務局  そうですね。 



- 8 - 

 

 

議 長  ほかに質問のある方。（なし） 

     ないようでしたら、次に進みます。 

     （６）議案第７号 農地法第５条の規定による許可申請について、事務局より説明

をお願いいたします。 

 

事務局  議案第７号 農地法第５条の規定による許可申請について、資料９ページをお願い

します。 

     農地転用の案件ですが、今月１件ございます。 

     所在地ですが、大字佐野字〇〇〇〇２－３、地目は台帳、現況ともに畑、面積は４

２８平米、農地区分は１種農地に該当します。申請事由としましては、個人用住宅

の建築ということで、１棟の建築で、建築面積は７４．５３平米になります。申請

人、渡人は薬師の〇〇〇〇〇、受人は〇〇〇在住の〇〇〇〇、宏香。契約内容は使

用貸借で、事由の詳細ですが、受人の家族構成人数の増加や成長により、現在の住

宅が手狭になったため、住宅を建築するということです。資料３８ページに位置図

をつけております。場所ですけれども、象山公園から北西のほうへ１００メートル

ほど進んだ農地になります。３９ページに公図の写し、４０ページに登記簿謄本の

写し、４１ページに土地利用の平面図、４２ページに住宅の立面図を載せています。 

     以上です。 

 

議 長  ありがとうございました。この案件について補足説明を湯本幸作委員、お願いいた

します。 

 

湯本幸作委員 この〇〇〇〇さんと〇〇さんはご夫婦で、現在子供と３人で〇〇〇のアパート

に住んでおられます。それで、子供が大きくなってきて、アパート生活がちょっと

狭くなったということで新築住宅の建築を検討していたところ、奥さんの祖母に当

たる〇〇〇〇〇さんが所有する農地が条件的によく、またさらに身内でもあるとい

うことで、無償でその土地を貸してくれるということなので、この土地を選んだそ

うです。農地転用、何の問題もないと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

議 長  ありがとうございました。この案件について質問のある方は挙手願います。（なし） 

     ないようでしたら採決に入ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

     ありがとうございました。全員賛成で可決といたします。 

     それでは、（７）議案第８号 農用地利用集積計画の承認について、事務局よりお

願いいたします。 

 

事務局  資料１３ページをお願いします。議案第８号 農用地利用集積計画の承認について、

今月利用権設定の新規設定は４件、再設定が６件の計１０件です。 

     １件目ですが、設定を受ける者が〇〇の〇〇〇〇、設定する者が〇〇〇の〇〇〇、

設定する農地、大字佐野字〇〇〇〇０－１、〇〇〇－２、現況地目は田で、合計面

積１，８３８平米、利用権の種類は賃借権で、１０年の設定で水稲の作付を予定し

ています。賃料は全体で２万３，９２０円の新規設定となります。 

     ２件目ですが、設定を受ける者が〇〇の〇〇〇〇、設定する者が〇〇〇の〇〇〇〇、

設定する農地、大字夜間瀬字〇〇〇〇〇〇－８、現況地目は田で、面積６４７平米、

利用権の種類は賃借権で、６年の設定で水稲の作付を予定しております。賃料は全

体で５，０００円の再設定となります。 

     ３件目ですが、設定を受ける者が〇〇〇の〇〇〇〇、設定する者が〇〇〇の〇〇〇
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〇、設定する農地、大字夜間瀬字〇〇〇〇〇、〇〇〇、現況地目は畑で、合計面積

４，１８６平米、利用権の種類は賃借権で、１０年の設定でリンゴとブドウの作付

を予定しています。賃料は１０アール当たり２万円の再設定となります。 

     ４件目ですが、設定を受ける者が〇〇〇の〇〇〇〇、設定する者が〇〇〇の〇〇〇

〇、設定する農地、大字夜間瀬字中林８１０－１、現況地目は畑で、面積７６２平

米、利用権の種類は賃借権で、３年の設定でブドウの作付を予定しております。賃

料は１０アール当たり１万６，０００円の再設定となります。 

     ５件目ですが、設定を受ける者が〇〇〇〇の〇〇〇〇、設定する者が〇〇の〇〇〇

〇〇、設定する農地、大字平穏字〇〇〇〇〇〇－１、字〇〇〇〇〇〇－１、現況地

目は畑で、合計面積３，２８５平米、利用権の種類は賃借権で、５年の設定でリン

ゴの作付を予定しております。賃料は１０アール当たり１万円の新規設定となりま

す。 

     ６件目ですが、設定を受ける者が〇〇の〇〇〇〇、設定する者が〇〇の〇〇〇、設

定する農地、大字平穏字〇〇〇〇〇〇－１、字〇〇〇〇〇〇－１、現況地目は畑で、

合計面積８４１平米、利用権の種類は賃借権で、３年の設定でプラムの作付を予定

しております。賃料は全体で７，０００円の再設定になります。 

     ７件目ですが、設定を受ける者が〇〇の〇〇〇〇、設定する者が〇〇〇の〇〇〇〇、

設定する農地、大字寒沢字〇〇〇〇〇〇〇－１ほか３筆、現況地目は畑で、合計面

積１，１５４平米、利用権の種類は使用貸借で、５年の設定でギンナンの作付を予

定しております。賃料は無償で、再設定となります。 

     ８件目ですが、設定を受ける者が〇〇〇の〇〇〇〇、設定する者が〇〇〇の〇〇〇

〇、設定する農地、大字夜間瀬字〇〇〇〇〇〇〇、現況地目は畑で、面積９３１平

米、利用権の種類は賃借権で、６年の設定でブドウの作付を予定しております。賃

料は全体で３，０００円の再設定となります。 

     １４ページをお願いします。 

     ９件目ですが、設定を受ける者が〇〇〇の〇〇〇〇、設定する者が〇〇〇の〇〇〇

〇〇、設定する農地、大字夜間瀬字〇〇〇〇〇〇〇－１、字〇〇〇〇〇〇－１、現

況地目は畑で、合計面積２，２６７平米、利用権の種類は賃借権で、６年の設定で

ブドウの作付を予定しております。賃料は全体で１万円の新規設定となります。 

     １０件目ですが、設定を受ける者が〇〇〇の〇〇〇〇、設定する者が〇〇〇〇〇の

〇〇〇〇、設定する農地、大字夜間瀬字〇〇〇〇〇〇〇、現況地目は畑で、面積１，

３６５平米、利用権の種類は賃借権で、１０年の設定でリンゴの作付を予定してお

ります。賃料は１０アール当たり１万円の新規設定となります。 

     以上１０件につきましては、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満

たしていると考えます。よろしくお願いします。 

 

議 長  ありがとうございました。それでは、議案第８号の利用権設定の件の補足説明をお

願いいたします。 

     １番の案件で、湯本幸作委員、お願いいたします。 

 

湯本幸作委員 〇〇〇〇さんなんですが、この地主さんの方も一応〇〇のほうに住んでいらっ

しゃったんですけれども、高齢のため、息子さんの住む〇〇で生活していたんです

けれども、亡くなってしまって、息子さんのほうからこの田んぼ買ってくんねかな

という、そんなような相談もあったらしいんですけれども、〇〇さんにしてみると、

いきなりちょっとそんなことを言われてもということなので、一応まだ双方の折り

合いがついていないので、取りあえずこれは保留ということで、それとまた、今ま

でと同様、作ることになりました。それでまた、〇〇〇〇さんのおやじさん、チョ
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ウジさんかな、も亡くなってしまって、今度、息子さんの〇〇〇〇君に一応名義変

更したということで、これでまた、この４月から１０年の新規契約ということでや

られるそうなので、問題ないと思いますけれども、よろしくお願いいたします。 

 

議 長  ありがとうございました。ただいまの案件について質問のある方は挙手願います。

（なし） 

     ないようでしたら採決に入ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

     ありがとうございました。全員賛成で可決といたします。 

     ２番の案件について、湯本浩委員、お願いいたします。 

 

湯本浩委員 〇〇さんは、この田を親の代から借りて作っておられまして、引き続き作られる

ということで、問題ないと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

議 長  ありがとうございました。この案件について質問のある方は挙手願います。（なし） 

     ないようでしたら採決に入ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

     ありがとうございました。全員賛成で可決といたします。 

     ３番の案件について、湯本貴文委員、お願いいたします。 

 

湯本貴文委員 設定される方、〇〇さんなんですが、高齢にもなりましたし、親も亡くなられ

て１人になってしまったということで、前回〇〇さんのほうにお貸しして畑をやっ

てもらったということですが、また再設定ということでありますので、問題ないか

と思いますのでよろしくお願いします。 

 

議 長  ありがとうございました。この案件について質問のある方は挙手願います。（なし） 

     ないようでしたら採決に入ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

     ありがとうございました。全員賛成で可決といたします。 

     ４番の案件について、補足説明を湯本久万委員、お願いいたします。 

 

湯本久万委員 労力不足で作ることができない〇〇さんの畑を〇〇さんが引き続いて借りて

作られるということなので、問題ないと思います。よろしくお願いします。 

 

議 長  ありがとうございました。この案件について質問のある方は挙手願います。（なし） 

     ないようでしたら採決に入ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

     ありがとうございました。全員賛成で可決といたします。 

     ５番の案件について、湯本浩委員、お願いいたします。 

 

湯本浩委員 〇〇〇〇〇さんは、この畑を今まで貸していたんですけれども、返されまして、

借りてくれる人を探していました。今回Ｉターンで５年前からこちらのほうでリン

ゴを栽培されている〇〇さんが借りてくれるということになりまして、借りて、規

模を拡大され、現在１町歩ほど作っておられるそうですけれども、この畑を借りて

規模を拡大して、しっかりこれからも経営されるということで、問題ないと思いま

す。 

 

議 長  ありがとうございました。この案件について質問のある方は挙手願います。（なし） 

     ないようでしたら採決に入ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

     ありがとうございました。全員賛成で可決といたします。 

     ６番の案件を同じく湯本浩委員、お願いいたします。 
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湯本浩委員 再設定ということで、引き続き〇〇さん、この辺りでプラムを作られるというこ

とで、しっかりやられていますので問題ないと思います。お願いします。 

 

議 長  ありがとうございました。この案件について質問のある方は挙手願います。（なし） 

     ないようでしたら採決に入ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

     ありがとうございました。全員賛成で可決といたします。 

     ７番の案件について、補足説明を上原委員、お願いいたします。 

 

上原委員 この案件ですが、〇〇〇〇さん、農業委員の〇〇さんです。利用権設定する〇〇さ

んですが、お嫁に〇〇に行かれて、実家はもう既に誰もいらっしゃらなくて、今、

この貸している畑以外のところは定期的に〇〇から来られて、草刈り等、まめにき

れいにされています。またこれも再設定であり、〇〇さんはギンナンを栽培される

ということで、何ら問題ないと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

議 長  ありがとうございました。この案件について質問のある方は挙手願います。（なし） 

     ないようでしたら採決に入ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

     ありがとうございました。全員賛成で可決といたします。 

     白鳥委員、可決ということでお願いします。 

     ８番の案件について、湯本貴文委員、８番、９番一緒にお願いいたします。 

 

湯本貴文委員 設定を受ける方、〇〇〇〇さん、８、９なんですが、借りるところがちょっと

違いますので、また別にお話ししますが、８番の〇〇〇〇さんからお借りしている

畑、これは長年借りていて栽培しているというところです。再設定ということです

ので、問題なく順調でやっていると思います。いいと思います。よろしくお願いし

ます。 

     ９番も一緒にやってしまっていいですか。今度、９番のほうなんですが、設定する

側の〇〇〇〇〇さんのほうなんですが、高齢ということもあり、昨年腰を痛めてし

まって農業ができないということで、誰か借りる方がいないかということで探した

んですが、近くで農業をやっている〇〇さんがやってもいいよということで、借り

られることになりました。新規ということですが、認定農業者である〇〇〇〇さん

でありますので、問題ないかと思いますのでよろしくお願いします。 

 

議 長  ありがとうございました。それでは、８番の案件から質問のある方は挙手願います。

（なし） 

     ないようでしたら採決に入ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

     ありがとうございました。全員賛成で可決といたします。 

     ９番の案件について質問のある方は挙手願います。（なし） 

     ないようでしたら採決に入ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

     ありがとうございました。全員賛成で可決といたします。 

     １０番の案件について、齊藤委員、お願いいたします。 

 

齊藤委員 〇〇〇〇さんは、今ちょっと体調を崩されていて施設に入っておられます。息子さ

んは小学校で校長先生をやっておられるわけですが、とても農業はできないという

ことで、〇〇さんにお願いしたら、快く引き受けてくださいました。〇〇さんです

ので問題ないと思いますが、よろしくお願いします。 
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議 長  ありがとうございました。この案件について質問のある方は挙手願います。（なし） 

     ないようでしたら採決に入ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

     ありがとうございました。全員賛成で可決といたします。 

     〇〇さん、可決ということでお願いいたします。 

     続きまして、（８）議案第９号 令和５年度山ノ内町農作業標準労賃・機械作業料

金について、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局  それでは、資料１８ページをお願いします。議案第９号 令和５年度山ノ内町農作

業標準労賃・機械作業料金表（案）ということになりまして、説明させていただき

ます。昨年の長野県の最低賃金が８７７円になりまして、令和４年１０月に３１円

アップの９０８円となりまして、それに伴いまして、稲作、野菜・果樹、キノコ等

の一般作業も県の最低賃金に合わせて９０８円というふうにさせていただきまし

た。また、そのほか技術作業と機械作業は最低賃金のアップ率であるおおむね３．

５％を掛けて、全ての作業で金額を上げております。以上になります。 

 

議 長  ありがとうございました。この案件について補足説明を藤浦委員、お願いいたしま

す。 

 

藤浦委員 今、事務局からお聞きになったとおりで、特に補足はないですが、１つ、時間当た

りに関しては最低賃金のアップ率３．５％を掛けて出していったんですけれども、

１つだけ、ＳＳの防除作業です。これが昨年４，４００円から今年４，４５０円と

５０円アップ、３．５％ではないんですが、これだけ成木１０アール当たりの１回

当たり幾らということで、結構部会の中では、割と１０アール当たりで４，４００

円もらえればいいお金だよねということで、据置きでもいいんじゃないかという話

もあったんですが、人が動いている以上、人件費も当然関係している話ですので、

５０円アップしておこうかというところで落ち着きました。 

     以上です。 

 

議 長  ありがとうございます。この案件について何かご質問のある方は挙手願います。 

 

齊藤委員 草刈り作業で、金額が３，９２０円で、括弧の中は４，０５０円になっているんで

すけれども、これはどちら。 

 

事務局  ４，０５０円が正しいほうで、申し訳ありません。事務局のミスです。１８ページ

の一番下の草刈り作業、乗用と書いてあるところなんですけれども、３，９２０円

とありますが、これはすみません。間違いで、４，０５０円が正しい数字です。元

が３，９２０円ということで、今度は４，０５０円になるということです。 

 

議 長  ということだそうですのでお願いいたします。ほかに質問のある方。 

     ちなみにこれ、田んぼのほうの農作業のアップ率は、これも３．５でしたっけ。 

 

事務局  田んぼも同じく３．５％です。 

 

議 長  ほかにご質問のある方は。（なし） 

     ないようでしたら採決に入ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

     ありがとうございました。全員賛成で可決といたします。 

     （９）議案第１０号 山ノ内町「農地等の利用最適化の推進に関する指針」につい
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て、事務局より説明をお願いいたします。 

 

事務局  それでは、資料１９ページをお願いします。議案第１０号 山ノ内町農業委員会「農

地等の利用の最適化の推進に関する指針」ということで、こちら、本来であれば農

業委員会改選の際の、３年に１回指針を見直すというものであります。実は、令和

５年４月から、農業委員会法の改正に併せて、見直しを年度内に行うということが

適当であるというふうに国のほうから指示がありまして、今回農業委員会にかけさ

せていただきました。この内容、全て見ていくとボリュームが多いので、簡潔に説

明させていただきます。 

     改正された内容としましては、農業委員会として遊休農地や担い手への農地の集

積・集約化、また新規参入の促進の活動に対する評価を新たに公表するということ

になりましたので、その文章を付け加えたというような見直し対応となっておりま

す。また、この内容で県と農業会議のほうでも協議して、公表を進めていくという

予定です。 

     以上になります。 

 

議 長  ありがとうございました。この議案について質問のある方は挙手願います。 

 

藤浦委員 公表というのは、媒体は何で公表するのですか。 

 

事務局  媒体はインターネットで公表です。各委員さんを評価、点検するということなんで

すけれども、実名を出すというものではなくて、地域単位で何人か集まった中での

活動日数だったり、集積面積だったりを公表するということになっております。 

 

議 長  藤浦委員、よろしいですか。 

 

藤浦委員 はい。 

 

議 長  ほかに質問のある方は挙手願います。（なし） 

     ないようでしたら採決に入ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

     ありがとうございました。全員賛成で可決といたします。 

     これで議事は終了しましたので、大変ご苦労さまでした。ありがとうございました。 

 

会長代理 山本会長、議事進行、ありがとうございました。 

     それでは、その他ということで、事務局、説明をよろしくお願いいたします。 

 

＜その他＞ 令和５年度農業委員会による最適化活動の目標について 

      太陽光発電のための農地転用について 

      農地利用最適化推進委員の補充について 

      農業委員会改選のスケジュールについて 

      当面の日程について 

 

会長代理 それでは、以上をもちまして第３回山ノ内町農業委員会定例総会を終了とさせてい

ただきます。皆様お疲れさまでした。 

 

 

閉会 午後 ４時４１分 


